
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 西部処理場 1・2号生汚泥夾雑物分離機改修 

 契 約 業 者 名 株式会社日立プラントサービス 

 随意契約の理由 
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令

第１１条第１項第２号 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

今回改修を行う生汚泥夾雑物分離機は汚泥に混入するゴミなどの固形物を除去する設備で、

機能不全が発生した場合、処理場の運転に支障をきたすことになる。 

本改修は、供用開始後25年経過した生汚泥夾雑物分離機の主要部品の取替えを行うことによ

り、安定的な運転を図るものである。  

今回改修を行う生汚泥夾雑物分離機は、株式会社日立製作所により製造され、本改修を行う

ためには製造会社しか知りえない技術資料及び設備としての機能を発揮させるための総合的な

調整・整備のノウハウを有している必要があるため、当該機器の製造会社しか履行することが

できない。 

製造会社である株式会社日立製作所は、本業務にかかる事業について上記業者に事業譲渡し

ているため、本改修は上記業者しか履行することができない。 

  

以上の理由により、上記業者と随意契約を行うものである。 

 

担当部署 

（問合せ先） 

建設局中央水環境センター施設課  

電話番号078-641-2400 

 

 


